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はじめにはじめに

近年、少子高齢化の進行による社会構造の転換により、地域社会を取り巻く環境は一段と

厳しくなっています。地域コミュニティの関係性の希薄化、役員の担い手不足など、町内会

は様々な課題や問題を抱えています。

地縁組織の特徴をふまえて、課題等を洗い出し、持続可能で時代の課題に応えられる組織

に転換していくべき必要があります。

この「町内会ハンドブック」は、町内会活動をする際の参考資料として、町内会運営の基

礎知識や町内会に助成、業務を依頼している担当窓口についてまとめたものです。

町内会活動の運営や課題解決の参考としてご活用ください。

本市には、町内会、常会など様々な呼称がありますが、本書では「町内会」としています。

近年、少子高齢化の進行による社会構造の転換により、地域社会を取り巻く環境は一段と

厳しくなっています。地域コミュニティの関係性の希薄化、役員の担い手不足など、町内会

は様々な課題や問題を抱えています。

地縁組織の特徴をふまえて、課題等を洗い出し、持続可能で時代の課題に応えられる組織

に転換していくべき必要があります。

この「町内会ハンドブック」は、町内会活動をする際の参考資料として、町内会運営の基

礎知識や町内会に助成、業務を依頼している担当窓口についてまとめたものです。

町内会活動の運営や課題解決の参考としてご活用ください。

本市には、町内会、常会など様々な呼称がありますが、本書では「町内会」としています。
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第１章 町内会とは

町内会は、一定の地域に居住する住民によって自主的に組織している団体であり、地域

住民相互の親睦を図り、安全で安心して暮らせる地域社会の形成と維持を目的として活動

する組織です。

地域の様々な課題の解決は行政だけで対応するのは難しく、町内会の皆さんの協力が欠

かせません。本市では、町内会を地域運営の重要なパートナーとして位置付けています。

１．地方自治法上の位置づけ

○法人化の要件

認可地縁団体として法人格を取得する
には、市長の認可が必要です。

以前は不動産の所得が認可の条件でし
たが、不動産を取得していなくとも、一
定の手続きで認可を得られるようになり
ました。

○申請

認可申請については、事前にご相談く
ださい。書類審査の上、市長が認可の告
示をします。告示される内容は、名称、
規約に定める目的、区域、主たる事務所、
代表者の氏名および住所などです。

○証明書などの交付

認可地縁団体は、告示した事項に関す
る証明書の交付を市長に請求することが
できるほか、必要に応じて認可地縁団体
の印鑑を登録することができます。

町内会を明確に規定する法令はありませんが、地方自治法第２６０条２では、一定の区

域に住所を有する者の地域に基づいて形成された団体は、「地縁による団体」として、市

町村長の認可を受けることにより法人格（認可地縁団体）を取得できることが定められて

おり、「町内会＝地縁による団体」と解釈されます。

また、この制度により、不動産の保有または保有の予定に関わらず、法人格を取得する

ことが可能となっており、認可を受けた町内会は、必要に応じて集会所などの不動産を団

体名義で所有すること、団体として契約を締結することが可能となります。

○告示事項証明書

認可地縁団体の告示事項に関する証明
書で、一般的な法人の登記などの謄抄本
に当たるものです。どなたでも請求でき
ます。

○印鑑登録証明書

認可地縁団体の印鑑登録証明書は、あ
らかじめ登録された印鑑登録原票の印影
その他の写しについて市長が証明するも
のです。代表者が申請するもので、代理
人の申請は委任状が必要です。

○告示事項の変更

認可地縁団体の名称、規約に定める目
的、区域、主たる事務所、代表者の氏名
および住所、その他の告示した事項に変
更があった際は必ず届出が必要です。ま
た、規約を変更する際は市長の認可を受
けなければ変更できませんので、必ずご
相談ください。

認可地縁団体とは
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第２章 町内会の役割

町内会の目的は、一般には地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図ることであると捉

えており、地域における「共助」の精神に基づき、住民相互の協力により、安全で安心して

暮らせる地域づくりを推進することが根底にある考えとなります。

１．地域住民の親睦および連帯の推進

町内会は、地域行事や日常的な交流を通じて、住民同士の顔の見える関係づくりを推進し

ます。住民相互の信頼関係および連帯感を構成することは、災害時や緊急時における迅速な

助け合いの基盤となり、安全で安心な地域づくりにつながります。

２．安全で安心な地域社会の形成

町内会は、防災および防犯活動を通じて、地域の安全確保に重要な役割を担っています。

主な取り組みとして

・防災訓練の実施

・災害時の安否確認体制への協力

・防犯パトロールの実施

・子どもや高齢者の見守り活動

３．生活環境の維持および向上（ごみ集積所の維持管理を含む）

町内会は、地域の生活環境を良好に保つため、環境美化活動および日常生活に密接に関わ

る環境管理に重要な役割を担っています。

特に、本市では、ごみ集積所の維持管理について、多くの地域で町内会の協力のもと運用

されています。

主に次のような役割を担っています。

・ごみ集積所の日常的な清掃および衛生管理への協力

・ごみ出しルールの周知

・利用者への適正利用の呼びかけ

・ごみの散乱防止および周辺環境の保全
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４．行政との連携および情報共有

町内会は、自治体と地域住民をつなぐ重要な役割を担っています。

行政機関等からの各種通知や地域に関する情報を、回覧板や掲示板等を通じて住民へ周

知するとともに、地域の要望や課題を行政へ伝達する役割を果たします。

第３章 町内会の主な活動

町内会によって、活動の内容は異なりますが、市と連携し主に次のような活動を行って

います。

回覧板等による行政情報の周知のほか、地域のできごとや町内会の活動について情報の

提供をすることで、住民相互のコミュニケーションが図れます。

また、ライフスタイルに合わせて、情報発信を多様化（紙＋デジタル）することも重要

です。

町内会活動の効率化を図るため、将来的には町内のデジタル化により地域住民にしっか

り届く情報発信と町内会運営における情報共有を進めていくことを考えていきましょう。

１．行政情報等の周知

【町内のデジタル化とは】

・町内会総会等資料のデータ化

・役員の連絡・調整（メール・LINEなど）

・町内会活動の情報発信（SNS・LINE公式アカウントなど）

・町内会費等の集金（振込など）

【デジタル化のメリット】

・いつでも（自分の都合の良いときに参加）

・どこからでも（どこにいても参加）

・簡単に情報を記録し、共有化できる（履歴情報の確認、ペーパレス化）
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２．防災・防犯活動

３．環境美化活動

災害時には近所に住む方々が声をかけあう「互助」が

重要です。

防災訓練の実施、防犯パトロール、街灯の維持管理な

どにより、地域の安全・安心なまちづくりを進めていく

必要があります。

児童生徒の登下校の見守り、青少年の健全育成を家庭

ではなく、学校・ＰＴＡ・町内会を含めた地域の協力で

進めることも重要です。

これらの活動は、地方自治の推進および地域住民の福祉向上に重要な役割を

果たしています。

４．地域福祉活動

文化・スポーツ活動を通じた交流により、地域住民のお互いの理解が深まり、町内会活動

への意識の高まりや積極的参加を促すことにもなります。

地域のコミュニティ施設・町内会活動の拠点として、集会所の管理も行っています。

ごみ集積所の維持管理や側溝の泥上げなどの地域清掃

により、良好な住環境の整備を行います。

高齢化や核家族化が進行する中、一人暮らしの高齢者などの見守りや安否確認など民生委

員と連携して、安心・安全に暮らすことができる地域づくりを進めます。

５．親睦活動
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第４章 町内会の運営

１．役割分担

２．会計

町内会の役員が交代した際には、旧役員から新役員への引継ぎはしっかり行いましょう。

引継ぎでは、総会等の資料のほか、補助資料や業務一覧、活動記録などがあると新役員

は円滑に活動を行うことができます。

町内会には、様々な役割や活動があります。

これを少人数の役員でこなすことは大変です。

会員にも積極的に声掛けするなど活動に参加してもら

い、役員の負担を軽減する取り組みや町内会活動に積極

的に若年層が参加できる体制づくりが必要です。

町内会の会計は会員からの会費が主なものとなります。

会員にわかりやすい項目で正確な管理をするようにしましょう。町内会加入率の低下は、

役員の担い手不足や活動の停滞につながるため、新規会員の確保も重要になります。

町内会の活動費は、主に会員の会費によって賄われます。

会員に町内会の活動を知ってもらうことも必要です。

定期的に会報を発行し、回覧板などで周知する取り組みを行いましょう。

３．役員

個人情報とは、特定の個人を識別できる情報を指します。

具体的には、氏名、住所、電話番号、生年月日のほか、町内会の役職なども氏名と紐づ

けて管理している場合は、個人情報になります。

平成２９年５月より個人情報保護法が改正され、町内会なども個人情報保護法に沿った

取り扱いが求められるようになりました。

町内会の運営の中で、会議や行事などの日常の連絡や災害等緊急時の対応まで、様々な

場面で個人情報が必要となりますが、個人情報の取扱いについては、次頁を参考とし、適

正に管理しましょう。

４．個人情報の取り扱い
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個人情報を収集する前には、利用目的や必要な

個人情報の範囲、管理者、運営方法など、個人情

報の取り扱いのルールを決めておきましょう。

個人情報を取得するときは、あらかじめ決めて

おいた利用目的や管理方法などを説明し、本人の

同意を得た上で取得しましょう。

【個人情報を管理するポイント】

名簿の情報は、利用目的の範囲内で活用するようにします。

災害発生時など緊急の場合は、本人の同意や提供の記録を行わなくてもよいこととされて

います。

・ 捜査に必要な取り調べや捜査関係事項の照会があった場合

・ 大規模災害等の緊急時に負傷者情報を親族に提供する場合や急病人の家族の連絡先を医

師や看護師に伝える場合（本人の同意を得ることが困難な場合）

・ 児童虐待のおそれのある家庭情報を、児童相談所、警察等に提供する場合
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第５章 町内会への助成制度等

１．町内会への助成制度等

市では、みんなでつくる住みよいまちづくりを目指し、地域コミュニティ活動を

維持するため、各種助成制度や町内会へ依頼・協力をお願いする業務等があります。

活動内容ごとに分類分けしていますので、お気軽にご相談ください。

・町内会に関すること

・町内要望

・地域のコミュニティ活動

・地域のまちづくり活動

・地域の防犯・防災活動

・地域の環境美化・害虫駆除などの活動

・地域の福祉活動

・地域の除雪活動

・町内会へ依頼・協力をお願いする業務等

○町内会に関すること

○町内要望
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○地域のコミュニティ活動
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○地域のまちづくり活動
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○地域の防犯・防災活動
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○地域の環境美化・害虫駆除などの活動
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○地域の福祉活動

○地域の除雪活動
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○町内会へ依頼・協力をお願いする業務等
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第６章 町内会運営の課題

１．役員問題

町内会役員は、よりよい町内会を目指して日々活動しています。

町内会の運営に当たっては、以下により様々な問題や課題があります。

・役員問題（担い手不足、高齢化）

・活動問題（行事等への参加者不足など）

・加入問題（未加入世帯の増加など）

【課題として】

・役員の負担が大きい

・役員を引き受けてくれる人がいない

町内会の運営では、町内会長などの役員の負担が大きいことや負担が大きいイメージ

が先行するなど役員を引き受けてくれる人がいない現状があります。

規約の改正や弾力的な運用も検討してみましょう。特定の人だけが負担を背負うので

はなく、役員をサポートする運営の仕組みづくりも必要です。

【解決策として】

・役員の複数配置

役員の役割を複数人に分担することで、負担軽減が図れます。

特定の人だけが担っている負担を役員以外の会員に負担させることで「共助」の意識

を持たせることができます。

・選任方法の見直し

選任方法について、公平性を保ち、輪番制などを検討してみてはいかがでしょうか。

・報酬制度の導入

町内会の役員が、無報酬で活動されているなら、拘束時間や業務の対価として、報酬

制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

この場合は、事前に総会等で承認を得ておく必要があります。
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２．活動問題

【課題として】

・町内会行事への不参加

・高齢者世帯による活動困難

町内会に入っている方で、行事に参加しない人が増えてきています。

仕事の都合や家庭の事情などもありますが、行事により親睦を深めることや防災訓練など

多数の参加が望まれます。

また、町内会の中には、高齢者世帯しかいない地域もあり、活動が難しくなっている町内

会もあります。

【解決策として】

・アンケートの実施

会員の声を聴くアンケートなど実施し、意向に沿った活動に見直すことで、参加者の増加

が期待できます。

・行事のあり方

行事の規模や回数などを見直しすることで、役員などの負担軽減や町内会の支出を抑制す

ることができます。

最低限必要な行事は何か、話し合ってみましょう。

・近隣町内会等との連携

高齢者の見守りや交通安全、防犯・防災など、地域内の団体や近隣の町内会などと連携す

ることで、負担や経費の削減など相乗効果が得られるかもしれません。

・町内会区域の再編

町内会の課題解決に努力しても、高齢化、加入世帯の減少、役員の担い手不足などで活動

が立ち行かなくなることも予想されます。そのようなときは、近隣町内会と合併・統合する

ことも町内会を維持していくひとつの方法です。
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３．加入問題

【課題として】

・町内会への未加入・退会

・町内会員の減少

・町内会への無関心

近年、「町内会に入らなくても困らない」、「人づきあいがわずらわしい」などの理由

で町内会に加入しなかったり、退会する人がいるようです。

【解決策として】

・積極的な情報発信

町内会活動は、街灯・ごみ集積所の維持管理や防災の取り組みなど暮らしに密着した活

動をしています。チラシや町内会だよりなどで町内会の活動を知ってもらい、町内会の意

義やメリットを理解してもらうことも重要です。

・未加入者への対応

気軽にイベントに参加してもらえるよう未加入者にも案内を出すなどの工夫も必要です。

また、ごみ集積所や街灯の維持管理は町内会で行っており、費用も掛かっています。

未加入者の方にも最低限の費用の負担をお願いする「協力金」制度の導入も検討してみ

てはいかがでしょうか。
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第７章 町内会に関するＱ＆Ａ

町内会の加入呼びかけ時にさまざまな疑問や質問を受けることがあります。

ここでは、未加入者の方々に、町内会の良さや大切さをご理解いただくための質問・回答

を紹介します。

質問１ 町内会とは？

回答例 「安心・安全で住みやすいまちづくりのために地域住民が自主的に結成する団

体」です。主な活動として、清掃活動、ごみ集積所や街灯の維持管理、防犯パ

トロール、住民同士の親睦・交流などの取り組みを行っています。

質問３ 町内会に加入するメリットは？

回答例 ・交流の増加 地域住民との関係が深まる

・行政への意思伝達 行政に意見を伝えやすくなる

・災害時の助け合い 災害時に協力体制が築ける

・地域の安全確保 防犯・防災活動が強化される

・子どもの見守り 地域全体で子どもの安全を見守る

・地域情報の入手 回覧板などで地域の情報を把握できる

・生活環境の向上 地域の課題解決に取り組める

質問２ 町内会の具体的な活動は？

回答例 ・広報紙の配布や各種お知らせの回覧

・街灯の設置・維持管理

・ごみ集積所の設置・維持管理

・側溝の泥上げなどの清掃活動

・災害時に備えての自主防災活動、交通安全、防犯・防火活動

・親睦会や子ども会などを通してのふれあいと交流活動

・子どもや高齢者などの見守りや助け合い活動

など、日々の暮らしに身近で大切なさまざまな活動を行っています。

【子育て世帯のメリット】

子どもがいる世帯は、町内会の子ども向けイベントに参加することで、新しい友達や

親だけでなく世代間の交流ができます。

【高齢者世帯のメリット】

高齢者世帯は、災害時などの緊急事態に対する備えが必要であり、安否確認や避難場所

への誘導など、近隣世帯が「いざ」というときに協力してくれることへの安心感を与える

ことができます。
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質問４ 町内会に加入しないデメリットは？

回答例 ・ごみ出し ごみ集積所の利用制限の可能性がある

・地域行事参加 イベントに参加できない場合がある

・情報伝達 地域情報から取り残される

・災害時 助け合いが困難になる可能性がある

・防犯・防災 セキュリティが弱体化する

質問６ 町内会費は？

回答例 町内会費は、町内会ごとに規約で定められています。

町内会の総会において、事業計画や予算などを会員の皆さんに提案し、承認

を得て、さまざまな活動を行っています。

具体的には、街灯の設置・修繕や町内清掃活動、避難訓練などの自主防災の

取り組みや運動会などの会員同士の親睦交流に使われます。

質問５ 町内会に入る必要はありますか？

回答例 町内会は、地域住民のみなさんが協力しあいながら運営する組織です。

加入を強制することはできませんが、ごみ集積所や街灯の維持管理、災害時

の助け合いなど暮らしに身近なことは、町内会が関わっていること、加入しな

いデメリットが大きいことをご理解ください。
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